
報告要旨 

  震災ＡＤＲ－その成功の要因と課題－ 

 

弁護士 阿部弘樹 

 

 仙台弁護士会（紛争解決支援センター）は、平成２３年４月２０日、通常のＡＤＲの特則にあた

る「震災ＡＤＲ」を立ち上げ、運用を開始した。東日本大震災を起因とする民事紛争について申立

てを受け付け、弁護士である仲裁人が低廉な費用で、かつ迅速に和解解決に当たってきたものであ

り、申立件数は５００件を超えた。本報告では、仙台弁護士会が実施してきた通常のＡＤＲをまず

は紹介した上で、その特則となる震災ＡＤＲ発足までの経緯・実情、震災ＡＤＲの制度内容、震災

ＡＤＲの運営状況、成功の要因、申立事件の統計とその分析を報告し、さらに成功の背後に潜む課

題についても言及し、大震災時における被災地法曹の果たすべき役割について考察したい。併せて、

弁護士が民事紛争を解決するための仲裁人になることの意義・重要性についても検討したい。 
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第１ 仙台弁護士会
紛争解決支援センター
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平成１８年４月開設

申立件数 平成１８年度（４月から３月）１０７件
平成１９年度（４月から３月）１０１件
平成２０年度（４月から３月）１１８件
平成２１年度（４月から３月）１０５件
平成２２年度（４月から３月） ８１件
平成２３年度（４月から３月） ９４件
平成２４年度（４月から３月） ８４件
平成２５年度（４月から９月） ４３件

 

 



 仙台弁護士会紛争解決支援センターは、平成１８年４月に開設した。同

センターでは民事紛争一般を取扱い、仙台弁護士会所属の弁護士（弁護

士会経験５年超の者で常議員会の承認を得た弁護士が名簿登載されて

いる。）が仲裁人となり、民事紛争の和解解決に当たって。平成１８年度

（４月〜３月）から平成２５年度（ただし、平成２５年度は４月〜９月）までの、

和解あっせん申立件数は、スライドのとおりであり、概ね年間１００件前後

で推移している。弁護士会ＡＤＲの中でも活発な活動をしていると評価でき

る申立件数である。 
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4◆ＡＤＲパンフレット（表）

 

 

 仙台弁護士会紛争解決支援センターのパンフレットである。三つ折であ

りコンパクトなものとしている。スライド４は、その外側部分である。 
 和解あっせん申立てにあたり、申立手数料２万円（消費税別）を受領す



る。相手方が和解あっせん手続に応諾した場合、相手方からも相手方手

数料１万円（消費税別）を受領する。相手方からも手数料を受領するという

制度設計は珍しいが、民事紛争の解決には両当事者の恊働が必要であ

るし、また両当事者にとってメリットがあることから相手方手数料制度を導

入した。仙台弁護士会紛争解決支援センターの相手方の応諾率（申立件

数のうち相手方が応諾した件数の比率）は、全国の弁護士会ＡＤＲにおけ

る応諾率と変わらず、相手方手数料の存在が応諾障害とはなっていな

い。 
 和解解決時には、解決額に応じて成立手数料を受領する。算定された

成立手数料を原則として申立人・相手方で折半して負担するが、この成立

手数料の負担割合を合意によって変更することも可能である。 
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5◆ＡＤＲパンフレット（裏）

 

 

 仙台弁護士会紛争解決支援センターのパンフレットの内側部分である。 
 簡単なＱ＆Ａと手続きの流れが記載されている。手続きの流れをみると、法律相談

前置としており、申立てに先立ち弁護士の法律相談を事前に受けている必要がある。

これは和解解決に適さない事件の申立てを防ぐためのスクリーニングを期待したも

のである。申立てを受け付けると申立人から事情を聞く、申立人プレ審理を行う。代

理人を選任せずに、本人申立ての場合、申立書記載事項だけでは紛争の概要・要



点を把握することができない場合が多いこと、上記スクリーニングをもう１度行うとい

う意義があることから、設けられた手続きである。申立人プレ審理の結果、事案が和

解解決に適さないと判断されれば、ＡＤＲ手続を開始しないが、これまで審理不開始

としたケースは１件だけであり、ほとんどのケースは手続きが進められている。 
 審理が開始されれば、相手方に申立書を送付するとともに、ＡＤＲ手続きへの応諾

を求める。応諾した場合、相手方プレ審理を行い、相手方からも個別に事情聴取を

行い、以後和解あっせん期日が重ねられる。 
 その結果、和解が成立すれば和解契約書を作成して手続きを終結させ、和解不成

立であればその旨を告げてＡＤＲ手続きを終結させる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



スライド 6 



第２ 震災ＡＤＲ
立ち上げまでの経過
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１ 法律相談

 

 

 東日本大震災発生から１０日後の平成２３年３月２１日から、仙台弁護士



会では電話（フリーダイヤル）による法律相談を始めた。電話回線は、当

初４回線だったものが、８回線まで順次増設された。当初は、午前１０時か

ら午後４時までだった相談時間を、夜間にまで拡大した。 

 また、交通機関の復旧とともに被災地に弁護士が出向き、面接による法

律相談も開始した。 
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 仙台弁護士会館４階での研修の様子である。研修を受けているのは弁

護士である。 

 災害法制は、非常時の法制であり、弁護士にとっても馴染みが薄いもの

であった。法律相談を開始するにあたり、弁護士も災害法制を勉強する必

要があり、急遽研修を実施した。４階会議室が満員となるほど弁護士が参

加した。「被災地支援」のための熱気が充満していた。 
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 電話相談を受け付けている状況である。数人の弁護士が交替で相談対

応に当たった。 
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◆被災地自治体での面接相談
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 被災地自治体に出向いて法律相談を行っている状況である。被災地に

は弁護士も私服で出向いた。被災者と同一の目線で相談を受けるために

は、スーツは不向きであった。 
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◆H23.3.21委員長メール

◆H23.3.28事務局長構想案
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―近弁連；罹災都市臨時示談あっせん仲裁センター

H7.4.17開始

３年間で３８５件

２ 見る前に跳べ

 

 

 法律相談は、当初は災害弔慰金・生活再建支援金等の法制度の単純な

説明などで解決するような内容のものが多かったが、時間の経過とともに

震災を起因とした民事紛争についての相談が多く寄せられるようになった。

震災に起因した紛争の解決は話し合いによる解決が望ましいと考えられ

た。 
 紛争解決支援センターでは、震災に起因した民事紛争解決のための「震

災ＡＤＲ」の制度設計等を始めた。平成２３年３月２１日、斉藤睦男委員長

が震災ＡＤＲ立ち上げを検討すべき旨のメールを発信し、同月２８日、筆者

が事務局長構想案をまとめた。この構想案の下敷きとなったのが、阪神淡

路大震災後に近畿弁護士会連合会が立ち上げた「罹災都市臨時示談あ



っせん仲裁センター」であり、同センターでは、３年間で３８５件の申立てを

受け付けるという実績があった。 
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②日弁連ＡＤＲセンターへ発信

申立サポート弁護士

申立手数料・相手方手数料無料化

＋成立手数料半額化

仲裁人報酬１／２

H23.4.20 常議員会承認決議
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④予算 ２７００万円の赤字を覚悟
➠H23.5.20臨時総会決議

 

 

 震災ＡＤＲは、平成２３年４月２０日の常議員会で承認され、立ち上げら

れた。これまで実施してきた一般ＡＤＲの特則を定めるという規則の形式と

した。一般ＡＤＲと異なる点を説明すると、申立手数料・相手方手数料を無

料とした。また、成立手数料は約半額とした。被災者の経済的負担をなる

べく低廉化するという配慮による。これに合わせて仲裁人に支払う報酬

（仲裁人報酬）も一般ＡＤＲの半額とした。また、申立サポート弁護士という

制度を導入した。申立サポート弁護士については、後述する。 
 震災ＡＤＲの運営には、人件費を除いても１年間で２７００万円の赤字が

見込まれた。その赤字を補填するための予算は、平成２３年５月２０日の

臨時総会で議決された。震災ＡＤＲは、予算の裏付けがないままの見切り

発車であった。 
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第３ 震災ＡＤＲ
統計と事例紹介
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１ 法律相談・ＡＤＲ申立件数①

H23 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

法律相談 5724 4396 2901 1655 1247 779 395 243 233

ＡＤＲ 20 83 80 41 28 26 31 23 16

14

H24 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

法律相談 146 284 248

ＡＤＲ 13 14 21 15 7 10 12 7 11 7 11 3

H25 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 合計

法律相談

ＡＤＲ 1 4 5 1 8 1 １ ０ ５ 505

 

 



 法律相談件数及び震災ＡＤＲ申立件数の推移である。法律相談は、震

災直後が爆発的に多く、以後急激に減少している。震災ＡＤＲ申立件数は、

５月・６月にピークを迎え、以後減少しているが、減少幅は緩やかである。

震災から２年以上経っても月に数件の申立てがある。 
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１ 法律相談・ＡＤＲ申立件数②
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 スライド１４の表をグラフ化したものである。 
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２ 申立事件類型

類型
H23.4
月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H24.1
月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H25.1
月

2月 3月 4月 5月 6月

賃貸借 3 37 35 22 12 14 8 11 4 6 7 6 7 5 7 5 1 5 3 4 1 0 1 1 0 5 1
相隣関
係

7 11 14 6 1 1 4 5 3 3 2 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0

請負契
約

4 13 8 1 2 3 6 4 1 2 1 7 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0

労働関
係

1 4 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

その他
契約

2 6 11 7 7 0 8 2 6 1 2 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0

不法行
為

3 8 1 3 2 6 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0

親族・
相続

0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0

その他 0 4 6 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
20 83 80 41 28 26 31 23 16 13 14 21 15 7 10 12 7 11 7 11 3 1 4 5 1 8 1
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賃貸借
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 申立事件の類型としては、賃貸借契約にかかる紛争が圧倒的に多い。

これは近畿弁護士会連合会が設置した「罹災都市臨時示談あっせん仲裁

センター」でも同様であった。建物が損壊して危険でありこれ以上貸せな

いという賃貸人と、まだ住めると主張する賃借人の間の紛争などが典型

例である。次いで多いのが、相隣関係紛争であり、ブロック塀が損壊して

隣家の駐車中の車両を損壊したとか、断水状態から回復した際に水道を

開栓したままであったために、上階から下階に水漏れを発生させてしまっ

たなどの紛争が典型例である。 
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３ 震災応諾率
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H23.
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月H24.
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月H25.
1月

2月 3月 4月 5月 6月
一般
通算

100
%

92% 84% 83% 82% 83% 82% 81% 82% 82% 83% 83% 80% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 79% 80% 80% 77%

 

 

 震災ＡＤＲの応諾率の累計値である。応諾率は８０％である。１０件の申

立てのうち８件は相手方が和解のテーブルについている。強制力がない

制度としては、８０％の応諾率は評価されるべきと考えている。 
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４ 解決事件数と解決率
解決件数と解決率（累計値・分母は応諾した件数）

H23.
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H24.
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H25.
1月

2月 3月 4月 5月 6月
一般
通算

解決率 33% 20% 34% 39% 46% 48% 56% 56% 58% 59% 58% 59% 60% 61% 61% 61% 62% 62% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 63% 63% 62% 65%

解決
件数

1 7 31 49 73 85 106 116 129 135 142 154 163 167 171 176 182 186 192 194 198 200 201 205 210 210 211 87

応諾
件数

3 35 92 126 160 177 188 207 221 228 246 261 273 273 279 287 293 302 313 318 324 327 328 333 333 334 340 133
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 解決事件数と解決率（応諾した事件のうち和解解決に至った割合）の累

計値である。解決率は６２％である。申立事件のうち、約半分（０．８×０．

６２）は和解解決していることになる。 
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５ 解決期間（累計値）

H23.
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H24.
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H25.
1月

2月 3月 4月 5月 6月

解決日
数平均

8 26 33 39 45 47 54 57 60 62 62 63 65 67 67 67 69 70 70 72 73 73 73 75 77 77 77

審理期
日回数

2 1.6 1.7 1.9 1.8 2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6
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 震災ＡＤＲの解決期間（申立日から和解契約日までの日数）の累計値で



ある。立ち上げ当初は、最短８日という短期間での解決もあったが、７７日

（２．５ヶ月程度）が解決期間の累計値となっている。民事訴訟と比較すれ

ば、その迅速さは明らかである。 
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６ 解決期間（集計用）

事件番号 審理回数 審理日数 審理日数 解決額

平均 2.6 41.6 76.5 ¥1,074,712

最小 1 1 8 ¥10,000

最大 10 274 355 ¥33,600,000

終了日
：第１回期日

終了日
：申立日
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 審理期日１回での和解解決も５８件認められるなど、震災ＡＤＲにおいて

は当事者の互譲の精神が発揮されたと評価できる。 
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７ 解決金額

解決件数（累計値）

解決金額 H23.4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

H24
.1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

H25
.1月

2月 3月 4月 5月 6月
年度
末割
合

30万円以下 0 2 17 29 47 53 68 73 80 83 87 91 94 95 95 97 99 99 103 104 105 106 106 107 109 109 109 52%

30万円超100万
円以下

1 5 12 18 22 27 31 35 37 38 40 45 49 50 53 53 56 59 60 61 62 63 63 64 65 65 65 31%

100万円超300万
円以下

0 0 2 2 4 5 6 6 9 11 12 14 16 17 17 19 19 19 20 20 21 21 22 24 25 25 26 12%

300万円超 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 5%

52%

31%

12%

5% 解決金額内訳（年度末累計）

30万円以下

30万円超100万円以下

100万円超300万円以下

300万円超
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 解決金額（和解契約を経済的に評価した場合の価額）の５２％は３０万

円未満であり、３０万円超１００万円以下（３１％）と合わせると８３％が１０

０万円未満の解決金額となっている。訴訟をするには躊躇するものの、弁

護士による適正な和解あっせんを期待し、震災ＡＤＲが利用されたとみる

ことができる。 
 

スライド 22 

 



８ 代理人選任率

震災 申立件数
件数 割合

申立人のみ 相手方のみ 双方 なし 申立人のみ 相手方のみ 双方 なし

合計 490 43 50 53 353 9% 10% 11% 70%

一般 申立件数
件数 割合

申立人のみ 相手方のみ 双方 なし 申立人のみ 相手方のみ 双方 なし

合計 195 50 11 51 83 26% 6% 26% 43%

申立人

のみ
9% 相手方

のみ
10%

双方
11%

なし
70%

代理人選任率(震災）

申立人

のみ
26%

相手方

のみ
6%

双方
26%

なし
42%

代理人選任率（一般）
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 震災ＡＤＲ手続きに、申立人あるいは相手方の代理人として弁護士が関

与することはあるが、一般ＡＤＲと比較しても代理人選任率が低い。申立

サポート弁護士制度の導入により申立てのハードルが下がり、申立人に

代理人が就任するケースが少なかったものと思われる。 
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９ 期日開催場所

一般 震災

申立件数 195 499
支部センター開催事件数 0 17(※)
現地開催事件数 7 29
支部・現地開催割合 4% 9%

※）支部会員事務所で開催した事件１件、法テラス利用2件を含む

震災内訳 震災（23） 震災（24） 震災（～25.6）

申立件数 396 93 10
支部センター開催事件数 11 6 0
現地開催事件数 23 6 0
支部・現地開催割合 9% 13% 0%

 

 

 期日開催場所は、仙台弁護士会館だけに限られない。特に震災ＡＤＲに

おいては被災者のもとに出向いて現地でＡＤＲ手続きを行うべき事案が多

くなるのではないかと予想された。確かに、一般ＡＤＲと比較して、現地開

催期日割合は多かったものの、現地などに出向き出張してＡＤＲ手続きを

行ったのは、申立件数ベースで９％にとどまった。後述するが、津波被害

が大きかった沿岸被災地からの申立てがあまり伸びなかったことも現地で

のＡＤＲ手続き実施割合がそれほど多くならなかった要因である。 
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＊ 事 例 Ａ
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慰霊措置等請求事件
（津波によるコンビニ従業員死亡事件）

25

【事 案】
申立人の子は、相手方らの父が経営するコン

ビニエンスストアで働いていたが、３．１１の津波
により店内で死亡した。経営者も同じく死亡して
いるが、申立人としては、経営者がすぐ避難さ
せなかった責任があるとして、経営者の相続人
である相手方らに対し、申立人の子を慰霊する
ための相当な措置等を求めたもの。

 

 

 事案の概要はスライド２５記載のとおりであるが、ポイントとしては経営

者及びアルバイト従業員のいずれも死亡しており、当事者は双方とも遺族

であったことである。そのため、アルバイト従業員の遺族も、金銭の支払い

を表立って求めることはなく、亡くなった子を慰霊するための相当な措置

等を求めるという請求内容となっている。 
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【期日回数（日数）】
３回（申立から１０２日）

【期日開催場所】
法テラス東松島出張所

【代理人の有無】
申立人側 有り
相手方側 有り

（ただし第２回期日から）

 

 

 期日回数（日数）、期日開催場所、代理人の有無は、スライド２６のとおり

である。 
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【論点（イシュー）】
ⅰ 安全配慮義務違反の有無

➠ 震災時の状況（死亡に至る経緯）の
要件事実ではなく生の事実を探索

ⅱ 相手方らが慰霊のためにとるべき措置
➠ 相手方も死亡した娘のことを思ってくれる

方法を探索

【解決内容】
① 謝罪
② 見舞金１００万円の支払い
③ 慰霊祭と命日・時節の供養を行う

 

 

 本件での話し合いの要点は、①安全配慮義務の有無と②相手方らが慰

霊のためにとるべき措置についてであった。ただし、①は法的論点という



よりは、事実としてどういうことがあったのか、どうして自分の娘は震災に

よってなくなってしまったのかということの探求が中心であった。②は、娘

のことを忘れて欲しくないという思いと裏腹であった。 

 このような申立人のニーズを踏まえつつ、謝罪条項、見舞金１００万円の

支払い、慰霊祭及び命日の供養という内容が合意され、和解成立した。 
 

スライド 28 

 

【解錠師の眼】
要件事実ではなく、＜なぜ私の娘はみすみす職場で津

波で死ななければならなかったのか＞という核心的「事情」
に迫ったこと、これが「解錠」の鍵だった。陳述書の作成や
事実の解明を両当事者に促したことで、申立人の遺族が、
自分の娘の死を包み込むための物語（ﾅﾗﾃｨﾌﾞ）を作り出す
きっかけが得られたように思う。

◆ …なぜ私の恋人が死んだのかというときに、自然科学

は完全に説明ができます。「あれは頭蓋骨の損傷ですね」
とかなんとかいって、それで終わりになる。しかし、その人
はそんなことではなくて、私の恋人がなぜ私の目の前で死
んだのか、それを聞きたいのです。それに対しては物語を
つくるより仕方がない。つまり腹におさまるようにどう物語る
か。… 河合隼雄ほか「河合隼雄 その多様な世界」岩波書店

 

 

 家族の突然の事故死等を体験した遺族は、その親族（本件では娘）の死

を受容するための物語（ナラティブ）を作り出し、その物語（ナラティブ）に

納得していくという過程を経て、日常の安定を取り戻す作業を無意識に行

うように思われる。震災ＡＤＲでは、その物語（ナラティブ）を作り出し、納得

していく過程のきっかけを提供したものと考えられ、それが和解解決につ

ながったものと思われる。 
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＊ 事 例 Ｂ
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【事 案】
申立人は、テナントビルを所有して賃貸していた

が、建物の老朽化が進んだため明渡について代
理人間での交渉が続いていたところ、東日本大震
災により建物は大規模半壊となり応急危険度判
定でも「レッド」となった。相手方はなお明渡に応じ
ないが次に大きな余震が来ると建物が崩壊する
恐れもあるとして申立人が相手方に対し即時の明
渡を求めたもの。

大規模半壊で危険な状態の賃貸建物の明渡問題を
申立日から８日間で解決した事例
（大規模半壊賃貸建物明渡事件）

 

 

 事案の概要はスライド３０記載のとおりである。ポイントとしては建物が

応急危険度判定で「レッド」となったこと、大きな余震が来ると建物が崩壊

する恐れがあったが、両当事者の認識は異なっていたことである。 
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【期日回数等】 ２回（申立から８日 ）

【解決のカギ】
ⅰ 時間的な（危険の）切迫
ⅱ 第１回期日を専門委員（一級建築士）

とともに現場で検証
ⅲ 代理人間交渉経過

【解決内容】
明渡。一定額の解決金の支払い。

 

 

 期日回数等、解決の鍵、解決内容はスライド３１のとおりである。 
 

スライド 32 


１ 代理人間交渉の行詰まりの打開

➠弁護士と建築士の公平で公正な
判断力への信頼

２ 迅速性（仮処分よりも早い）
３ 現場主義
４ 専門性（他士業の専門委員）

 

 

 解決のポイントは、危険の切迫性について、専門家である一級建築士が

申立直後に現場に駆けつけ、実際に現場を見た上で判断したことである。

そして、専門家であることに加え、そのような専門家の真摯な態度が当事

者に信頼され、危険の切迫性について共通認識を得ることができたことが

解決のポイントになった。 
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第４ 震災ＡＤＲ
ヒットの要因分析
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１ 簡易・迅速な申立
２ 低廉性
３ 迅速・機動力・現場主義

“ 被災者が求めていたことが
すべて弁護士会ＡＤＲにあった ”

 

 

 震災ＡＤＲはヒットしたが、まずはその要因の前半部分、①簡易迅速な申

立て、②低廉性、③迅速・機動力・現場主義について述べていく。 
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◆民訴法§２７１，民調規§３

35

 

 

 震災ＡＤＲでは、簡易・迅速な申立てを可能とするため、申立サポート弁

護士制度を導入した。簡易裁判所の事件では、法制度上は口頭申立可能

となっているものの、実際は書面による申立てがほとんどであるところ、申

立サポート弁護士制度においては、弁護士が申立てをサポートし、口頭申

立てを促し、申立障害を下げることを企図した。 
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◆申立サポート弁護士体制

 



 

 申立サポート弁護士の実際の執務状況である。１日毎に担当者をＡＤＲ

委員会委員の中から配点して、執務に当たっていただいた。 
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 申込書に両当事者の氏名・住所を記入して

FAX  or  郵送 する

 とりあえず電話する

➠事務局が，氏名・住所を聞き取る

それだけ！

もしくは

37

 

 

 スライド３８が震災ＡＤＲのチラシであるが、その裏面に申立人及び相手

方の住所・氏名・連絡先を記入して、ＦＡＸまたは郵送で送付していただけ

ば申立完了である。このようなＦＡＸ等も困難であるとか、手元にチラシが

ないという場合は、申立人及び相手方の住所・氏名・連絡先をＡＤＲ事務

局で電話で聞き取り、チラシ裏面に記載するだけで受付終了とした。 
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ココ！

表 裏

 

 

 震災ＡＤＲのチラシ兼申込書である。これがＡ４用紙に両面印刷されてい

る。 
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①②を合わせて申立書として，相手方へ送付

仲裁人が決定し，プレ審理

一両日中に申立サポート弁護士から電話を掛けて，申立内容を聴取

➠ 書面化（テンプレートあり）【②】

「次の連絡は仲裁人から」と伝えておく

氏名・連絡先のみでまず受け付ける【①】 ←事務局対応

 

 

 申立サポートの手順であるが、【スライド３７】で説明した受付までを事務

局で行うと、申立サポート弁護士から申立人に直接電話をして、申立ての



趣旨や理由等を聴取する。聴取内容は、申立サポート弁護士において書

面にまとめて、申立書と一体のものとして記録化される。 

 仲裁人が決定すれば、相手方に対して、申込書と申立サポート弁護士

がまとめた書面が相手方に送付される。 
 

スライド 40 

 

 

 

 申立サポート弁護士がまとめた書面の一例である。これをテンプレート

化しておき、作業を省力化できるようにした。これが申立書と一体のものと

して取り扱われる。 
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この書面も申立サポート弁護士が作成したものである。ただし、この書面

は仲裁人だけに伝える情報として、相手方には送付しない。 
 申立人が話す生の情報は、紛争の原因や背景事情を探る上では有益

であるが、これをそのまま相手方に伝えると、相手方の感情を害してしまう

などから解決されるべき紛争も解決できなくなるとか、解決が長期化してし

まう場合もある。そこで、申立人の話を聞き取った申立サポート弁護士は、

申立書と一体となる部分のほかに仲裁人だけに情報を伝えて、仲裁人に

は背景事情等も含めて理解してもらう趣旨で、別の書面を作成した。 
 このような切り分けは、仲裁人からも実情を把握しやすいとして好評であ

った。 
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 震災ＡＤＲヒットの要因として低廉性が挙げられる。ただし、この点は既

述（申立手数料・相手方手数料の無料化、成立手数料の半額化）してい

る。 
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◆大規模半壊建物明渡事件の解決

 

 

 震災ＡＤＲヒットの要因として、解決までの迅速さ、機動力、現場主義が

挙げられる。 

【スライド４３】は、申立てからわずか８日で解決した事案を河北新報が取

り上げた際の記事であるが、申立直後に仲裁人及び建築士が現場に駆

けつけ、その現場において事実と向き合い、専門家が判断した。その解決

案を当事者双方が受け入れ解決に至ったものであり、機動力・現場主義

が発揮された事案であった。 
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４ 弁護士の紛争解決力
５ 少額事件に対応
６ 相手方も被災者

“ 被災者が求めていたことが
すべて弁護士会ＡＤＲにあった ”

 

 

 震災ＡＤＲヒットの要因の後半部分、④弁護士の紛争解決力、⑤少額事

件に対応、⑥相手方も被災者という点について述べていく。 
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● ＡＤＲは仲裁人弁護士が対立する２人
の依頼者を同時に持つようなもの。

● 弁護士がふだん苦闘している依頼者と
の信頼関係づくりの中に仲裁の質を高め
るエッセンスがある。

● われわれ弁護士の足元にＡＤＲの質を
高める「宝」が埋まっている。

● 「２．５人称の視点」の獲得の重要性
45

 

 

 弁護士の紛争解決力について、詳しめに述べていく。 
 紛争解決支援センターでは、和解あっせんの仲裁人を敢えて「弁護士」

が行うことの意義がどこにあるのかを研究した。ＡＤＲには強制力がなく、



仲裁人弁護士の判断にもまた強制力がない。それでも弁護士を仲裁人と

するのは、弁護士が毎日苦闘している依頼者との信頼関係構築等の努力

の中に、ＡＤＲの質を高めるエッセンスがあるのではないか、ＡＤＲの仲裁

人は、申立人及び相手方という２人の依頼者を同時に持つのと同じなの

ではないか、と考えた。 
 弁護士は実務経験を積み重ねる中で、純粋な第三者（三人称）ではなく、

かといって親子・夫婦の間柄のような関係（二人称）でもない、２．５人称の

視点を樹立していく。 
 ２．５人称の視点で依頼者の信頼と専門家の視点を併せ持ち、仲裁人を

努めることは、紛争解決に大いに貢献していると確信する。 
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言い換え

【リフレイミング】
当事者が語った内容を、意味は変えずに、

そのまま反復する。
【パラフレイジング】

当事者が語った内容を、意味は変えずに、
仲裁人の理解をこめて別の表現に言い換えて
伝える。

【サマライジング】
当事者の発言のポイントを、仲裁人が要約

して伝える。
46

 

 

 仲裁の技法も重要である。スライドで示したような言い換えの技術は、弁

護士が依頼者との信頼関係を構築していく過程の中で自ずと利用されて

いると思われる。 
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あっせん人

X Y

① 質 問

② 答える

③ 言い換えて
伝える

④ 感想・思い

⑤ 再説明
47

 

 

 仲裁人が言い換えて伝えた言葉は、相手方にも響くとともに、話した本

人にも異なった視点を与えて、響く言葉となる。 
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＊ 例 題

「私は妻にも子供にも無視さ
れ、白い目で見られ、自分の家
にいながら、まるで他人扱いな
んです。」

48

 

 

 「私は妻にも子供にも無視され、白い目で見られ、自分の家にいながら、

まるで他人扱いなんです。」と当事者が言った場合、「そうなの」「それでど



うしたの」などという対応をしたのでは、当事者は心を閉ざしてしまう。「自

宅に居場所がなかったんですね。夫なのに他人扱いなんて大変だったで

しょう。」などと仲裁人が返答することで、仲裁人はよく話を聞いてくれたと

夫は感じるものと思われる。妻も夫の思いを第三者の表現で考えることが

でき、間接的ながら意思疎通がはかられる。 
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言い換えの効果

● あっせん人；
当事者が言いたかったことを、その思いをくみ
ながら客観的に言い換える。

● 発言した当事者；自己対象化
➠多少なりとも客観的な視点が持てるように

なる。
● 反対当事者；問題の前景化

➠相手の発言の意味を客観的に理解するように
なる。

言い換えは、事件解決の基礎となる相互理解をもたら
す重要なスキル 49

 

 【スライド４８】で説明したことを多少理論的に述べるとこのようになる。 
 

スライド 50 

●ＡＤＲのＡ＝Alternative＝もう１つの選択肢
「もう１つの選択肢が存在すること」と
「もう１つ選択肢があると意識できること」
は違うこと。

●人を得ること
「裁判は人に対する不信の制度、ＡＤＲは人に対する
信頼の制度」 （故・原後山治先生）

●仲裁と和解は弁護士の固有業務
「いまの裁判所に欠けているのはリアリティと親切心」

（故・原後山治先生）
「ADRの良さは自由であること。フライングから手法が
生まれる」 （二弁・山﨑司平先生） 50

 



 弁護士会ＡＤＲを牽引してきた先人の名言である。 

 特に要件事実論（立証責任論）が支配する民事訴訟は、誰が判断しても

均一・等質な判断がなされるための技術である。裏を返せば、人を信用せ

ず、頑強な制度を構築しているとみることもできる。一方、ＡＤＲは人に対

する信用がなければ始まらない。仲裁人が異なり、また当事者が異なれ

ば、同じような事実関係であっても解決結果が異なることがあり得る。そし

て、どのような解決にも優劣はない。仲裁人が当事者を信用してこそ手続

きが進行し、仲裁人が信用されてこそ和解が成立する。 

 「ＡＤＲは面白い」というのも先人の名言であった。 
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59%29%

9% 3% 解決金額内訳（年度末累計）

30万円以下

30万円超100万円以下

100万円超300万円以下

300万円超

◆解決時の価格

 

 

 震災ＡＤＲヒットの要因として、少額事件を解決に導いてきたことがあげ

られる。少額事件であっても適正妥当な紛争解決が望まれるところ、費用

対効果を考えた場合に少額事件を弁護士委任することは難しい。このよう



な少額事件であっても、弁護士が仲裁人となって紛争解決を行うというこ

とは、適正さの担保となったと思われる。解決金額３０万円以下の事件が

５９％と過半数を超え、１００万円以下の事件が８１％を占めた。 
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 震災ＡＤＲヒットの要因として、相手方も被災者である事案がほとんどで

あって、和解解決に必須の当事者の互譲の精神があったことがあげられ

る。 

 このことは第１回期日で和解成立した事案が多かったことにも通ずるも

のと考えられる。 
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第５ 震災ＡＤＲの課題
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◆ 沿岸部からの申立

当初の予想と結果

◆被災の甚大性と復興の困難性

 

 震災ＡＤＲの課題を検証していく。 

 沿岸部からの申立てが予想よりも少なかった。この点については理由・

原因を分析していく必要がある。被害が甚大に過ぎて紛争の顕在化まで

期間を要するのではないか、沿岸部の土地柄として表立って騒ぎを起こし

たくないという点があるのではないか、など仮説はあるが、よく分からない

というのが実情である。 
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(1) それまで
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H18.4発足 年間件数 ８１件～１１８件

 

 震災ＡＤＲの事務局体制は大きな課題であった。 

 平成１８年４月のＡＤＲ立ち上げ以来、年間８１件〜１１８件の申立てを受

け付けてきた。 
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事務局；専任職員１名 「地獄を見た」
56

 

 ＡＤＲの事務局職員は１名であった。震災ＡＤＲ立ち上げにあたり事務局

の増員はしなかった。それが震災ＡＤＲ立ち上げ当初の「地獄」につながっ

た。 
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(2) Ｈ２３年４月・５月・６月

◆震災ＡＤＲ 合計１８３件

◆通常ＡＤＲ 合計 ２２件

事務局 １人→２人→３人→４人

 

 

 平成２３年４月から６月までの３か月で震災ＡＤＲ１８３件、一般ＡＤＲも２

２件、合計で２０５件もの申立てを受け付けた。３か月で２年分の申立てを

受け付けたこととなる。 

 事務局職員は、電話対応、申立受付処理、事件期日対応等に忙殺され、

早朝から深夜までの残業を強いる結果となってしまった。ＡＤＲ事務局職

員を１名から順次増員し４名まで増やしたが、ＡＤＲ経験のない職員ばかり

であり、従前からのＡＤＲ事務局職員には加重な負担をかける結果となっ

た。 
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(3) Ｈ２３年７月～９月

 

 

 平成２３年７月から９月にかけては、東京弁護士会から被災地支援とし

て職員を１週間交替で２名ずつ派遣していただいた。この職員派遣は多い

に助かった。お金の支援も大事であるが、マンパワーの支援のありがたみ

を痛感した。 
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(4) 事件対応

 

 仲裁人候補者は、当初７０名であったが、急遽５０名の仲裁人候補者を

追加選任した。また、基本的には仙台弁護士会館を期日開催場所とした



が、申立件数が多く会館会議室が埋まってしまうということも多くなった。

迅速な解決のために仲裁人の法律事務所を期日開催場所としたり、仲裁

人が現場に出向いての期日開催も多くなった。 
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赤字覚悟で開始➠結局赤字

日本司法支援センター等による直
接的な財政援助等が期待される

 

 

 財政問題は課題として大きい。赤字を覚悟して震災ＡＤＲをスタートさせ

たが、結果としても赤字であった。仙台弁護士会にいただいた義援金や日

弁連からの補助金を赤字補填に充てたが、震災ＡＤＲ事業は公益にかな

うものであり、日本司法支援センター（法テラス）による直接的な財政支援

を可能とするような総合法律支援法の改正等が検討されなければならな

いと考える。 
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第６ 被災地法曹の役割
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スライド 62 


⑴ 震災ＡＤＲ立ち上げの容易性

阪神淡路大震災のときとの比較

⑵ 法律相談とＡＤＲ は
弁護士会の大災害対応策の車の両輪

⑶ バックアップ体制
62

 

 

 被災地法曹の役割を見ていく。 

 弁護士会ＡＤＲが既に存在していることが、すなわち震災対策になる。Ａ

ＤＲを実施していない弁護士会が、震災発生を契機として震災ＡＤＲを即

座に立ち上げることはほぼ不可能である。震災時の法律相談と震災ＡＤＲ

は車の両輪という関係にあることから、平時にＡＤＲを運営しておくことが

重要である。 
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(1) ＡＤＲは制度でなく運動である。
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◆ 見る前に跳んで、走りながら考える。
制度や理論やお金は後からついてくる。

 

 

 そして、ＡＤＲはただ存在しているだけでは効果半分であり、ＡＤＲのスピ

リットこそが大事である。ＡＤＲは強制力を伴わない。それでもＡＤＲに紛争

解決を求める当事者があれば、それを何とか解決してあげようというスピ

リットこそが、ＡＤＲの運営を支えていく。「ＡＤＲは制度でなく運動である」と

いう精神の体現が必要である。 
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◆ 想像＝創造していく。
フライングでＡＤＲの
新しい方法が生まれる

◆ 当事者と同じ風景を見る。
当事者と一緒に悩む
現場に解決の鍵がある

 

 



 ＡＤＲは自由である。自由であるからこそ、想像＝創造から新たな方法

が生まれる。ＡＤＲではリアリティを追及し、当事者と同じ風景を見るように

努めることが必要となる。 

 被災地法曹としては、ＡＤＲのスピリットを存分に発揮することにより、当

事者の納得のいく紛争解決をはかることができる。 
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第７ 終わりに
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 震災ＡＤＲの経験を踏まえて、仙台弁護士会紛争解決支援センターでは

「３.１１と弁護士 震災ＡＤＲの９００日」（きんざい）を出版した。こちらも是

非ご一読いただきたい。 


